
【別添１７】「事業計画の差し戻し依頼書兼誓約書」

【第６回入札から第７回入札に再エントリーする場合の手順】※詳細は、入札実施要綱19～21ページ目をご確認下さい。

（１）事業計画再提出前の事前申請 期限：２０２０年１１月１２日（木）１７：００

 第６回入札からの再エントリーを希望する場合には第７回入札の事業計画を提出する前に、事前申請が必要です。

【別添１７】（事業計画の差し戻し依頼書兼誓約書）に必要項目を記入し、ＰＤＦ化した上で当機構までＥメール

（nyusatsu@teitanso.or.jp）にて、提出してください。また、提出後１週間以内に、原本を当機構宛に郵送して下さい。

・メール本文に 入札ID、事業者名、発電設備名を記載して下さい。

・複数案件を再エントリー希望される場合は、１案件ごとにメール送付して下さい。

（２）事業計画の提出 期限：２０２０年１１月１３日（金）１７：００（※郵送書類は必着）

 （１）事前申請後、ＦＩＴ電子申請システム上の認定申請が、地方局より差し戻されますので、

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請

②事業計画（再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書）の地方経済産業局への送付

③入札システムを通じた入札案件登録

を行い、事業計画の提出を行ってください。上記期限までに手続きが行われなかった場合は、入札に参加することはでき

ません。郵送書類（②事業計画）は必着です。期限超過・不達の理由による例外は一切ありませんで御注意ください。※

第６回入札で提出された添付書類等については、引き続き第７回入札の事業計画審査に使用するため、返却いたしませ

ん。ご了承ください。

（３）手数料の納付 期限：入札案件登録後、１週間以内

 入札システムを通じた入札案件登録を行った日の翌日から起算して１週間以内に、入札参加のための手数料を当機

構に納付してください。

入札IDは、2020ではじまる11桁の数字です

押印忘れずに

設備設置者は、事業者名です

日付

もれなくご記入
下さい

・太陽光第６回入札で入札参加資格を得たものの、落札に至らなかった案件は、第7回入札に再エントリーできます。再エントリーの手順について、ご案
内しますので、よくご確認ください。
・再エントリーでの事業計画の受付に際して、第６回入札で参加資格を得た事業計画に変更が生じていないことが条件となります。

※期限超過の場合は、一切受け付けることができませんので、時限的余裕を持ってご対応ください。
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通常の補正時と同様に「認定申請一覧」で対象の申請を
検索して、参照ボタンをクリックします。
（申請IDは前回のものと同様のIDです。）対象の申請の「申請状態」が「申請不備」となっている

ことを確認してください。

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法
ＦＩＴ電子申請システム上の認定申請が、地方局より差し戻されますので、受付期間中に改めて認定申請を行ってください。但し、事業計画の内容について、添付書類も含めて
一切の 変更ができません。



©Unified Service Corporation AllRights Reserved

申請内容の修正ボタンをクリックします。

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法
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申請内容は修正できないようになって
いるので、遵守事項と確認事項のみ
チェックを行い、内容確認ボタンをクリッ
クします。

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法
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内容確認の画面で
保存して次に進むボタンをクリックします。

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法
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書類添付の画面で
保存して次に進むボタンをクリックします。

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法
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申請内容参照の画面で
設備申請書印刷ボタンをクリックして申請書を出力します。
※出力した申請書は押印して担当経済産業局へ郵送します。

②事業計画の地方経済産業局への送付

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法



©Unified Service Corporation AllRights Reserved

申請情報確定ボタンをクリックします。

ポップアップが表示されるので、
はいボタンをクリックします。

申請状態が申請書出力済に変更されます
のでシステム上での操作は終了です。

①ＦＩＴ電子申請システムを通じた認定申請 の操作方法
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1. 入札参加申請

[入札案件登録]をクリックします

入札案件登録画面へ進みます

低炭素投資促進機構ホームページ 「FIT法による入札制度」

にアクセスし、入札案件の登録をします

③入札システムを通じた入札案件登録
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2. 入札案件の登録[FIT申請情報の取得]

入札参加申請を行う方の情報を登録します

入力画面トップ

「登録者ID」と「申請ID」を入力してください。と
もに前回のものと同じです。

内容に誤りがないかどうか確認します

「必須」項目を入力してください

「FIT申請情報取得」ボタンをクリックします

FIT電子申請システムに登録した情報を取り込みます

③入札システムを通じた入札案件登録
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3. 入札案件の登録[必要事項登録]

入力内容の確認および必要事項の登録を行います

内容に誤りがないかどうか確認します

※補助金の有無、地域公共案件の該当の有無な
ど、必要に応じて漏れなく入力してください
また、下方のチェックボックスにチェックを入れて下さい

「確認」ボタンをクリックします

「確認」ボタンを押すと、入力内容が表示されます

※この時点ではまだ登録は完了していません

③入札システムを通じた入札案件登録

注： 第2次保証金繰越申請 と 前回入札ID
には何も入れないでください
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4. 入札案件の登録[内容確認]

登録内容を確認します

入力内容に誤りがないかどうか確認して下さい

こちらはサンプル画像です

③入札システムを通じた入札案件登録
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5. 入札案件の登録[書類添付]

注意

地域公共案件に該当する場合、エ
ビデンスは必須書類となりますので、
必ずPDF添付をお願い致します。

地域公共案件に該当する場合は、エビデンスをPDF添付してくださ
い

※ファイルサイズは10MB以下にしてください

申請に必要な書類を添付します

③入札システムを通じた入札案件登録
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6. 入札案件の登録[提出]

事業計画を提出します

「提出」ボタンをクリックします

これで事業計画の提出となります ※修正する場合は「戻る」ボタンを押して下さ
い

③入札システムを通じた入札案件登録
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7. 入札案件の登録[登録完了]

[登録完了]画面が表示され、事業計画が提出されます

この[入札ID]により以降の諸手続きを管理しますので
必ず控えておいてください。
（入札IDは入札案件ごとに付与します）
（第６回とは違うIDとなります）

入札案件登録を受け付けた旨のメールを送信します

このメールで「入札ID」を通知します

第７回用 「入札ID」の取得
③入札システムを通じた入札案件登録


